
議案第 号 

 

      日野町職員の給与に関す 条例の一部改正について 

 

  日野町職員の給与に関す 条例の一部を別紙のとお 改正す 。 

 

    令和元年 月 日提出 

 

日野町長 﨏 田 淳 一 



日野町職員 給与 関す 条例 改正 必要 理由 概要 

 

1 背景及び趣旨  

人事院 行 た給与勧告 基 所要 改正を行う  

 

2 改正 容 

〇給料表 改正 月例給を 均約0.1％引 ) 

初任給及び若 層 月例給を引 し 初任給月2,000 段階的 月200

引  

〇住居手当 改正 

 ・手当 支給対象 家賃額 限 引 12,000 →16,000  

  ・手当額 限を引 27,000 →28,000  

〇勤勉手当 支給率 引  

 ・再任用職員 外 職員 支給月数を0.05月引 現行1.85月⇒改定1.90月  

 

3 附則 

・公布 日 施行し 成31 4月1日 適用す  

・住居手当及び勤勉手当 い 和2 4月1日 施行す  

・特例措置 

住居手当 い 和2 3月31日 い 自 居住す た 住宅 借間

を含 を借 受 住居手当を支給さ いた職員 あ 第10条 2

住居手当 改定 伴い 当該住居手当 支給月額 2,000 を超え 減ぜ

職員 い 4月1日 和3 3月31日 間 改正

前 住居手当 支給月額 2,000 を控除した額を支給す  

勤勉手当 い 和元 12月分 勤勉手当 支給月数 い 再任用

職員 外 職員 0.975月 し 通 100分 5月分 引 う調整す

 

 

参考  

 6 月期 12 月期 

和元 度 

勤勉手当 

職   員 

再任用職員 

0.925 月 支給済  
0.450 月 支給済  

0.975 月 現行 0.925 月  
0.450 月 改定 し  

和 2 度 

勤勉手当 

職   員 

再任用職員 

0.950 月 
0.450 月 

0.950 月 
0.450 月 

 

  



・一般会計 

補正額     改正後        改正前         差額 

給与    229,536,000     229,327,000       209,000  

勤勉手当   36,474,000     35,757,000        717,000  

 

・簡易水道特別会計 

補正額       改正後        改正前         差額 

勤勉手当     653,000        636,000         17,000  

 

・公共 水道事業特別会計 

補正額      改正後       改正前         差額 

勤勉手当    742,000        723,000         19,000  

 

※一般会計 66。65) 特別会計 2 現業 2  

 

 

影響額       改正後        改正前         差額 

給与       236,209,760     235,740,560       469,200  

 期末手当      53,586,132      53,489,711          96,421  

勤勉手当      37,687,339     36,609,487      1,077,852  

 

 



改正後 改正前

住居手当 住居手当
第 条 住居手当 次 各号 い 該当 職員 支給 第 条 住居手当 次 各号 い 該当 職員 支給

自 居住 住宅 貸間を含 第 号 い 同 を借 受 月額 , 自 居住 住宅 貸間を含 第 号 い 同 を借 受 月額 ,
を超え 家賃 使用料を含 同 を支払 い 職員 町 設置 を超え 家賃 使用料を含 同 を支払 い 職員 町 設置

公舎を貸与 使用料を支払 い 職員 他別 定 職員を除く 公舎を貸与 使用料を支払 い 職員 他別 定 職員を除く
第 条 第 項又 第 項 規定 単身赴任手当を支給 職員 配 第 条 第 項又 第 項 規定 単身赴任手当を支給 職員 配

偶者 居住 住宅 町 設定 公舎 他別 定 住宅を除く を借 偶者 居住 住宅 町 設定 公舎 他別 定 住宅を除く を借
受 月額 , を超え 家賃を支払 い 又 権衡 受 月額 , を超え 家賃を支払 い 又 権衡

必要 あ 認 別 定 必要 あ 認 別 定
住居手当 月額 次 各号 掲 職員 区 応 当該各号 定 額 住居手当 月額 次 各号 掲 職員 区 応 当該各号 掲 額
当該各号 い 該当 職員 あ 当該各号 定 額 合計額 第 号 掲 職員 う 第 号 掲 職員 あ い 第 号 掲

額及び第 号 掲 額 合計額
前項第 号 掲 職員 次 掲 職員 区 応 次 掲 前項第 号 掲 職員 次 掲 職員 区 応 次 掲

額 額 未満 端数を生 を 捨 額 相当 額 額 額 未満 端数を生 を 捨 額 相当 額
ア 月額 , 家賃を支払 い 職員 家賃 月額 , を控除 ア 月額 , 家賃を支払 い 職員 家賃 月額 , を控除

額 額
イ 月額 , を超え 家賃を支払 い 職員 家賃 月額 , を控 イ 月額 , を超え 家賃を支払 い 職員 家賃 月額 , を控

除 額 控除 額 , を超え , 除 額 控除 額 , を超え ,
を , 加算 額 を , 加算 額
略 略

略 略

勤勉手当
第 条 略

 日野町職員 給与 関 条例 一部を改正 条例

日野町職員 給与 関 条例 昭和 日野町条例第 号 一部を次 う 改正

～ 略

勤勉手当 額 勤勉手当基礎額 任命権者 別 定 基準 従 定
割合を乗 得 額 場合 い 任命権者 支給 勤勉手当 額

勤勉手当
第 条 略

職員 基準日現在 退職 若 く 失職 又 死亡 職員 あ
退職 若 く 失職 又 死亡 日現在 次項 い 同 い 受
べ 扶養手当 月額を加算 額 を乗 得 額 総額

勤勉手当 額 勤勉手当基礎額 任命権者 別 定 基準 従 定
割合を乗 得 額 場合 い 任命権者 支給 勤勉手当 額

べ 扶養手当 月額を加算 額 . を乗 得 額 総額
略

者 所属 次 各号 掲 職員 区 総額 当該各
号 定 額を超え い

退職 若 く 失職 又 死亡 日現在 次項 い 同 い 受

略

前項 職員 う 再任用 職員 外 職員 当該職員 勤勉手当基礎額 当該
職員 基準日現在 退職 若 く 失職 又 死亡 職員 あ

者 所属 次 各号 掲 職員 区 総額 当該各
号 定 額を超え い

前項 職員 う 再任用 職員 外 職員 当該職員 勤勉手当基礎額 当該

～ 略



職務 級 級 級 級 級 級 級 職務 級 級 級 級 級 級 級
号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 号級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
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行政職給料表
別表第 第 条関係 別表第 第 条関係

職員 区 職員 区

行政職給料表
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施行

和 月 日 い 自 居住 住宅 貸間を含 を借 受 住居手当を支給 い 職員 あ 第 条 住居手当
改定 伴い 当該住居手当 支給月額 , を超え 減 職員 い 同 月 日 和 月 日 間

改正前 住居手当 支給月額 , を控除 額を支給  
勤勉手当 関 特例措置

和元 月 支給 勤勉手当 い 改正後 条例第 条第 項中 あ .

住居手当 関 特例措置

給与 払
改正後 給与条例 規定を適用 場合 い 改正前 給与条例 規定 基 い 支給 給与 改正後 給与条例 規定

給与 払
委任
前項 定 ほ 条例 施行 関 必要 事項 別 定

施行期日
条例 公布 日 施行 成 月 日 適用 第 条 住居手当及び第 条 勤勉手当 和 月 日

 附 則


